
  

一 

令和 6 年 10 月 29 日 (火曜日) 千 葉 県 報 号外第６７号 
      

 
 

主 
 

要 
 

目 
 

次 

 
 

告 
 

示 

○ 

特
定
猟
具
使
用
禁
止
区
域
の
指
定
□
八
件
□ 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

一 
告

示 

千
葉
県
告
示
第
五
百
二
十
三
号 

 

鳥
獣
の
保
護
及
び
管
理
並
び
に
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
□
平
成
十
四
年
法
律
第
八
十
八
号
□
第

三
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
□
特
定
猟
具
使
用
禁
止
区
域
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
□ 

 
 

令
和
六
年
十
月
二
十
九
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 

熊 

谷 
 

俊 

人 
 

 

一 

名
称 

 
 

白
鳳
カ
ン
ト
リ
□
倶
楽
部
特
定
猟
具
使
用
禁
止
区
域 

二 

区
域
及
び
区
域
図 

 

１ 

区
域 

 
 

 

成
田
市
磯
部
八
番
地
ほ
か
三
二
二
筆
の
白
鳳
カ
ン
ト
リ
□
倶
楽
部
区
域
内 

 

２ 

区
域
図 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

             
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

備
考 

こ
の
地
図
は
□
国
土
地
理
院
発
行
の
電
子
地
形
図
二
五
〇
〇
〇
を
加
工
し
て
作
成
し
た
□ 

三 

面
積 

 
 

七
〇
ヘ
ク
タ
□
ル 

四 

存
続
期
間 

 
 

令
和
六
年
十
一
月
一
日
か
ら
令
和
十
六
年
十
月
三
十
一
日
ま
で 

五 

禁
止
に
係
る
特
定
猟
具
の
種
類 

 
 

銃
器 

 

千
葉
県
告
示
第
五
百
二
十
四
号 

 

鳥
獣
の
保
護
及
び
管
理
並
び
に
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
□
平
成
十
四
年
法
律
第
八
十
八
号
□
第

三
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
□
特
定
猟
具
使
用
禁
止
区
域
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
□ 

 
 

令
和
六
年
十
月
二
十
九
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 

熊 

谷 
 

俊 

人 
 

 

一 

名
称 

 
 

大
栄
工
業
団
地
特
定
猟
具
使
用
禁
止
区
域 

二 

区
域
及
び
区
域
図 

 

１ 

区
域 

 
 

 

成
田
市
吉
岡
地
先
の
国
道
五
一
号
と
成
田
市
市
道
二
三―

一
○
八
二
吉
岡
六
号
線
と
の
接
点
を
起

点
と
し
□
同
所
か
ら
同
市
市
道
二
三―

一
○
八
二
吉
岡
六
号
線
を
北
西
へ
進
み
同
市
市
道
二
三―

一

○
○
三
吉
岡
二
号
線
と
の
接
点
に
至
り
□
同
所
か
ら
同
市
市
道
二
三―

一
○
○
三
吉
岡
二
号
線
を
南

西
へ
進
み
同
市
吉
岡
七
〇
九
番
一
一
地
先
の
同
市
管
理
道
路
と
の
接
点
に
至
り
□
同
所
か
ら
同
管
理

道
路
を
北
東
へ
進
み
同
市
市
道
二
三―

一
○
○
四
吉
岡
四
号
線
と
の
接
点
に
至
り
□
同
所
か
ら
同
市

市
道
二
三―

一
○
○
四
吉
岡
四
号
線
を
南
西
へ
進
み
国
道
五
一
号
と
の
接
点
に
至
り
□
同
所
か
ら
国

道
五
一
号
を
南
西
へ
進
み
起
点
に
至
る
線
で
囲
ま
れ
た
区
域 

             

毎
週
火
・
金
曜
日
定
例
発
行 

令

和

6

年

10 

月

29

日 

号 
 

外 

 



 
 

 

二 

千 葉 県 報 号外第６７号 令和 6 年 10 月 29 日 (火曜日) 
 

２ 

区
域
図 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

              
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

備
考 

こ
の
地
図
は
□
国
土
地
理
院
発
行
の
電
子
地
形
図
二
五
〇
〇
〇
を
加
工
し
て
作
成
し
た
□ 

三 

面
積 

 
 

四
五
ヘ
ク
タ
□
ル 

四 

存
続
期
間 

 
 

令
和
六
年
十
一
月
一
日
か
ら
令
和
十
六
年
十
月
三
十
一
日
ま
で 

五 

禁
止
に
係
る
特
定
猟
具
の
種
類 

 
 

銃
器 

 

千
葉
県
告
示
第
五
百
二
十
五
号 

 

鳥
獣
の
保
護
及
び
管
理
並
び
に
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
□
平
成
十
四
年
法
律
第
八
十
八
号
□
第

三
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
□
特
定
猟
具
使
用
禁
止
区
域
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
□ 

 
 

令
和
六
年
十
月
二
十
九
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 

熊 

谷 
 

俊 

人 
 

 

一 

名
称 

 
 

八
街
中
央
特
定
猟
具
使
用
禁
止
区
域 

二 

区
域
及
び
区
域
図 

 

１ 

区
域 

 
 

 

八
街
市
八
街
ほ
地
先
の
県
道
千
葉
八
街
横
芝
線
と
国
道
四
○
九
号
と
の
交
点
を
起
点
と
し
□
同
所

か
ら
国
道
四
○
九
号
を
南
西
へ
進
み
県
道
千
葉
川
上
八
街
線
と
の
接
点
に
至
り
□
同
所
か
ら
県
道
千

葉
川
上
八
街
線
を
南
西
へ
進
み
八
街
市
市
道
六
区
一
号
線
と
の
交
点
に
至
り
□
同
所
か
ら
同
市
市
道

六
区
一
号
線
を
北
西
へ
進
み
県
道
千
葉
八
街
横
芝
線
と
の
接
点
に
至
り
□
同
所
か
ら
県
道
千
葉
八
街

横
芝
線
を
南
西
へ
進
み
県
道
成
東
酒
々
井
線
と
の
交
点
に
至
り
□
同
所
か
ら
県
道
成
東
酒
々
井
線
を

北
西
へ
進
み
同
市
市
道
一
○
三
号
線
と
の
接
点
に
至
り
□
同
所
か
ら
同
市
市
道
一
○
三
号
線
を
北
東

へ
進
み
同
市
市
道
一
○
二
号
線
と
の
接
点
に
至
り
□
同
所
か
ら
同
市
市
道
一
○
二
号
線
を
北
東
へ
進

み
国
道
四
○
九
号
と
の
接
点
に
至
り
□
同
所
か
ら
国
道
四
○
九
号
を
南
東
へ
進
み
同
市
市
道
一
区
一

号
線
と
の
接
点
に
至
り
□
同
所
か
ら
同
市
市
道
一
区
一
号
線
を
南
東
へ
進
み
県
道
千
葉
八
街
横
芝
線

と
の
接
点
に
至
り
□
同
所
か
ら
県
道
千
葉
八
街
横
芝
線
を
南
西
へ
進
み
起
点
に
至
る
線
で
囲
ま
れ
た

区
域 

 

２ 

区
域
図 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

              
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

備
考 

こ
の
地
図
は
□
国
土
地
理
院
発
行
の
電
子
地
形
図
二
五
〇
〇
〇
を
加
工
し
て
作
成
し
た
□ 

三 

面
積 

 
 

八
六
三
ヘ
ク
タ
□
ル 

四 

存
続
期
間 

 
 

令
和
六
年
十
一
月
一
日
か
ら
令
和
十
六
年
十
月
三
十
一
日
ま
で 

五 
禁
止
に
係
る
特
定
猟
具
の
種
類 

 
 

銃
器 

 

千
葉
県
告
示
第
五
百
二
十
六
号 

 

鳥
獣
の
保
護
及
び
管
理
並
び
に
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
□
平
成
十
四
年
法
律
第
八
十
八
号
□
第

三
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
□
特
定
猟
具
使
用
禁
止
区
域
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
□ 

 
 

令
和
六
年
十
月
二
十
九
日 



  

三 

令和 6 年 10 月 29 日 (火曜日) 千 葉 県 報 号外第６７号 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

千
葉
県
知
事 

 

熊 

谷 
 

俊 

人 
 

 
一 

名
称 

 
 

吉
倉
特
定
猟
具
使
用
禁
止
区
域 

二 

区
域
及
び
区
域
図 

 

１ 

区
域 

 
 

 

八
街
市
四
木
地
先
の
八
街
市
市
道
一
一
四
号
線
と
同
市
市
道
一
一
六
号
線
と
の
接
点
を
起
点
と

し
□
同
所
か
ら
同
市
市
道
一
一
六
号
線
を
南
東
へ
進
み
同
市
市
道
四
木
二
八
号
線
と
の
接
点
に
至

り
□
同
所
か
ら
同
市
市
道
四
木
二
八
号
線
を
北
西
へ
進
み
同
市
市
道
二
一
六
号
線
と
の
接
点
に
至

り
□
同
所
か
ら
同
市
市
道
二
一
六
号
線
を
北
西
へ
進
み
同
市
市
道
一
一
五
号
線
と
の
交
点
に
至
り
□

同
所
か
ら
同
市
市
道
一
一
五
号
線
を
北
東
へ
進
み
同
市
市
道
一
一
四
号
線
と
の
接
点
に
至
り
□
同
所

か
ら
同
市
市
道
一
一
四
号
線
を
南
東
へ
進
み
起
点
に
至
る
線
で
囲
ま
れ
た
区
域 

 

２ 

区
域
図 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

             
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

備
考 

こ
の
地
図
は
□
国
土
地
理
院
発
行
の
電
子
地
形
図
二
五
〇
〇
〇
を
加
工
し
て
作
成
し
た
□ 

三 

面
積 

 
 

二
二
五
ヘ
ク
タ
□
ル 

四 

存
続
期
間 

 
 

令
和
六
年
十
一
月
一
日
か
ら
令
和
十
六
年
十
月
三
十
一
日
ま
で 

五 

禁
止
に
係
る
特
定
猟
具
の
種
類 

 
 

銃
器 

 

千
葉
県
告
示
第
五
百
二
十
七
号 

 

鳥
獣
の
保
護
及
び
管
理
並
び
に
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
□
平
成
十
四
年
法
律
第
八
十
八
号
□
第

三
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
□
特
定
猟
具
使
用
禁
止
区
域
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
□ 

 
 

令
和
六
年
十
月
二
十
九
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 

熊 

谷 
 

俊 

人 
 

 

一 

名
称 

 
 

富
里
市
日
吉
倉
地
区
特
定
猟
具
使
用
禁
止
区
域 

二 

区
域
及
び
区
域
図 

 

１ 

区
域 

 
 

 

富
里
市
日
吉
倉
地
先
の
富
里
市
市
道
○
一―

○
○
二
号
線
と
同
市
市
道
一―

○
一
二
九
号
線
と
の

接
点
を
起
点
と
し
□
同
所
か
ら
同
市
市
道
一―

○
一
二
九
号
線
を
北
東
へ
進
み
成
田
市
市
道
七―

二 

六
三
号
線
と
の
接
点
に
至
り
□
同
所
か
ら
同
市
市
道
七―

二
六
三
号
線
を
北
東
へ
進
み
根
木
名
川
右

岸
堤
防
東
側 

肩
と
の
交
点
に
至
り
□
同
所
か
ら
根
木
名
川
右
岸
堤
防
東
側 

肩
を
南
東
へ
進
み
同

市
市
道
七―

一
三
七
号
線
と
の
交
点
に
至
り
□
同
所
か
ら
同
市
市
道
七―

一
三
七
号
線
を
南
西
へ
進

み
富
里
市
市
道
一―

○
一
四
一
号
線
と
の
接
点
に
至
り
□
同
所
か
ら
同
市
市
道
一―

○
一
四
一
号
線

を
南
西
へ
進
み
同
市
市
道
○
一―

○
○
二
号
線
と
の
接
点
に
至
り
□
同
所
か
ら
同
市
市
道
○
一

―

○
○
二
号
線
を
北
西
へ
進
み
起
点
に
至
る
線
で
囲
ま
れ
た
区
域 

 

２ 

区
域
図 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

     
 

        
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

備
考 
こ
の
地
図
は
□
国
土
地
理
院
発
行
の
電
子
地
形
図
二
五
〇
〇
〇
を
加
工
し
て
作
成
し
た
□ 

三 

面
積 

 
 

二
三
ヘ
ク
タ
□
ル 

四 

存
続
期
間 

 
 

令
和
六
年
十
一
月
一
日
か
ら
令
和
十
六
年
十
月
三
十
一
日
ま
で 

五 

禁
止
に
係
る
特
定
猟
具
の
種
類 

法の
り 

法の
り 



 
 

 

四 

千 葉 県 報 号外第６７号 令和 6 年 10 月 29 日 (火曜日) 
 

 

銃
器 

 
千
葉
県
告
示
第
五
百
二
十
八
号 

 

鳥
獣
の
保
護
及
び
管
理
並
び
に
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
□
平
成
十
四
年
法
律
第
八
十
八
号
□
第

三
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
□
特
定
猟
具
使
用
禁
止
区
域
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
□ 

 
 

令
和
六
年
十
月
二
十
九
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 

熊 

谷 
 

俊 

人 
 

 

一 

名
称 

 
 

佐
原
カ
ン
ト
リ
□
ク
ラ
ブ
特
定
猟
具
使
用
禁
止
区
域 

二 

区
域
及
び
区
域
図 

 

１ 

区
域 

 
 

 

香
取
市
多
田
八
九
番
ほ
か
三
九
七
筆
の
佐
原
カ
ン
ト
リ
□
ク
ラ
ブ
区
域
内 

 

２ 

区
域
図 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

             
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

備
考 

こ
の
地
図
は
□
国
土
地
理
院
発
行
の
電
子
地
形
図
二
五
〇
〇
〇
を
加
工
し
て
作
成
し
た
□ 

三 

面
積 

 
 

七
六
ヘ
ク
タ
□
ル 

四 

存
続
期
間 

 
 

令
和
六
年
十
一
月
一
日
か
ら
令
和
十
六
年
十
月
三
十
一
日
ま
で 

五 

禁
止
に
係
る
特
定
猟
具
の
種
類 

 
 

銃
器 

 

千
葉
県
告
示
第
五
百
二
十
九
号 

 

鳥
獣
の
保
護
及
び
管
理
並
び
に
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
□
平
成
十
四
年
法
律
第
八
十
八
号
□
第

三
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
□
特
定
猟
具
使
用
禁
止
区
域
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
□ 

 
 

令
和
六
年
十
月
二
十
九
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 

熊 

谷 
 

俊 

人 
 

 

一 

名
称 

 
 

東
庄
町
粟
野
特
定
猟
具
使
用
禁
止
区
域 

二 

区
域
及
び
区
域
図 

 

１ 

区
域 

 
 

 

香
取
郡
東
庄
町
粟
野
地
先
の
香
取
郡
東
庄
町
町
道
三
○
二
九
号
線
と
県
道
小
見
川
海
上
線
と
の
接

点
を
起
点
と
し
□
同
所
か
ら
県
道
小
見
川
海
上
線
を
南
東
へ
進
み
同
町
町
道
三
○
八
八
号
線
と
の
接

点
に
至
り
□
同
所
か
ら
同
町
町
道
三
○
八
八
号
線
を
北
西
へ
進
み
同
町
町
道
三
○
三
八
号
線
と
の
接

点
に
至
り
□
同
所
か
ら
同
町
町
道
三
○
三
八
号
線
を
北
西
へ
進
み
同
町
町
道
三
○
三
九
号
線
と
の
接

点
に
至
り
□
同
所
か
ら
同
町
町
道
三
○
三
九
号
線
を
北
東
へ
進
み
同
町
町
道
三
○
二
九
号
線
と
の
接

点
に
至
り
□
同
所
か
ら
同
町
町
道
三
○
二
九
号
線
を
北
東
へ
進
み
起
点
に
至
る
線
で
囲
ま
れ
た
区
域 

 

２ 

区
域
図 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

           
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

備
考 

こ
の
地
図
は
□
国
土
地
理
院
発
行
の
電
子
地
形
図
二
五
〇
〇
〇
を
加
工
し
て
作
成
し
た
□ 

三 
面
積 

 
 

四
二
ヘ
ク
タ
□
ル 

四 

存
続
期
間 

 
 

令
和
六
年
十
一
月
一
日
か
ら
令
和
十
六
年
十
月
三
十
一
日
ま
で 

五 

禁
止
に
係
る
特
定
猟
具
の
種
類 

 
 

銃
器 

 

千
葉
県
告
示
第
五
百
三
十
号 



  

五 

令和 6 年 10 月 29 日 (火曜日) 千 葉 県 報 号外第６７号 
 

鳥
獣
の
保
護
及
び
管
理
並
び
に
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
□
平
成
十
四
年
法
律
第
八
十
八
号
□
第

三
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
□
特
定
猟
具
使
用
禁
止
区
域
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
□ 

 
 

令
和
六
年
十
月
二
十
九
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 

熊 

谷 
 

俊 

人 
 

 

一 

名
称 

 
 

七
ツ
池
特
定
猟
具
使
用
禁
止
区
域 

二 

区
域
及
び
区
域
図 

 

１ 

区
域 

 
 

 

銚
子
市
長
塚
町
四
丁
目
地
先
の
銚
子
市
市
道
一
〇
一
〇
号
線
と
同
市
市
道
四
〇
一
八
五
号
線
と
の

接
点
を
起
点
と
し
□
同
所
か
ら
同
市
市
道
四
〇
一
八
五
号
線
を
南
西
へ
進
み
同
市
市
道
四
〇
三
三
八

号
線
と
の
接
点
に
至
り
□
同
所
か
ら
同
市
市
道
四
〇
三
三
八
号
線
を
南
西
へ
進
み
同
市
市
道
四
〇
三

四
五
号
線
と
の
接
点
に
至
り
□
同
所
か
ら
同
市
市
道
四
〇
三
四
五
号
線
を
南
東
へ
進
み
同
市
市
道
四

〇
三
五
二
号
線
と
の
接
点
に
至
り
□
同
所
か
ら
同
市
市
道
四
〇
三
五
二
号
線
を
北
東
へ
進
み
同
市
市

道
四
〇
三
五
三
号
線
と
の
接
点
に
至
り
□
同
所
か
ら
同
市
市
道
四
〇
三
五
三
号
線
を
南
東
へ
進
み
同

市
市
道
二
〇
〇
七
号
線
と
の
接
点
に
至
り
□
同
所
か
ら
同
市
市
道
二
〇
〇
七
号
線
を
南
西
へ
進
み
同

市
市
道
一
〇
一
〇
号
線
と
の
接
点
に
至
り
□
同
所
か
ら
同
市
市
道
一
〇
一
〇
号
線
を
北
西
へ
進
み
起

点
に
至
る
線
で
囲
ま
れ
た
区
域 

 

２ 

区
域
図 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

        
 

     
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

備
考 

こ
の
地
図
は
□
国
土
地
理
院
発
行
の
電
子
地
形
図
二
五
〇
〇
〇
を
加
工
し
て
作
成
し
た
□ 

三 

面
積 

 
 

四
二
ヘ
ク
タ
□
ル 

四 

存
続
期
間 

 
 

令
和
六
年
十
一
月
一
日
か
ら
令
和
十
六
年
十
月
三
十
一
日
ま
で 

五 

禁
止
に
係
る
特
定
猟
具
の
種
類 

 
 

銃
器 

                                 



 
 

 

六 

千 葉 県 報 号外第６７号 令和 6 年 10 月 29 日 (火曜日) 
                                    

                             

 
 

 

購
読
料 

本
号 

 

一
部 

 
 

 
 

 

一
八
円 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

発 

行 

者 
 

千
葉
市
中
央
区
市
場
町
一
番
一
号 

 
 

 

千 
 

 
 

 

葉 
 

 
 

 

県 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

購
読
申
込
先 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

〇
四
三
□
二
二
三
□
二
六
五
八 

 


